
NACCS（輸出貨物のオンライン申請）
ePhytoの利用方法
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ePhyto試行期間の業務フロー（輸出）
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ePhyto
データの送信※1
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試行運用の対象国の場合、ePhyto発
行要求を選択しePhytoを発給
（対象国以外の場合、ePhyto発行
要求を選択しないでください）

紙の証明書を交付。 ePhytoでも送付
していることを示すため「SENT VIA 
EPHYTO」と記載される。従来と同様、
申請者から輸入者あて送付が必要

相手国

SENT VIA 
EPHYTO

※１ ePhytoの送信は即時ではない。日本はePhytoHUBに、毎日5:00に1回、8:00から22:00の
毎時00分に各1回ずつの計16回。ePhytoHUBからの１日の受信回数は国ごとに異なる。

試行期間ではePhytoの送信と従来の紙の植物検疫証明書の交付の両方が行われる（本格利用開始後も継続）
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輸出植物検査申請事項登録画面（WebAPS）
1/2

ePhytoの発行要求に関わらず、従来どおり植物検疫業務用の３桁の国コードを入力
します（例 米国：411、韓国：111）

申請者（輸出者）側の画面

ePhytoの対象国の場合、ePhyto発行要求にチェックを入れます。対象国以外には
チェックを入れないでください

※オンライン申請のみePhytoを選択可能。書面申請ではePhytoは選択できません

輸出
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輸出植物検査申請事項登録画面（WebAPS）
2/2

ePhytoを発行する場合は、「用途」、「分類」、「状態」の選択が必要
です
用途：栽植用、消費用 など
分類：種子（栽植用）、野菜、穀類 など
状態：乾燥、生鮮、冷凍、盆栽 など
（種類・名称の検索ボタンから大中小細分類を設定することで、一般
的な組み合わせが自動的に設定されます(WebAPSのみの機能））

申請者（輸出者）側の画面

ePhytoで送信されますが、紙の植物検疫証明書には紙面スペースの空きが
無いため表示されません。申請書には、ePhyto発行要求を選択した場合に
品目欄の右上に表示されます
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輸出植物検査申請事項登録画面（NACCSパッケージソフト）

ePhytoの対象国の場合、ePhyto発行
要求に「Y」を入力。対象国以外の場合
は「N」を入力します

ePhytoの発行要求に関わらず、従来どおり植物検疫業
務用の３桁の国コードを入力します
（例 米国：411、韓国：111）

申請者（輸出者）側の画面

NACCSパッケージソフトの操作
方法に関してはNACCSセンター
にお問い合わせください

1/2
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輸出植物検査申請事項登録画面（NACCSパッケージ）

ePhytoを発行する場合は、新たに「用途」、「分類」、「状
態」のコード入力が必要です（A01など）
用途：A01栽植用、A02消費用 など
分類：B01種子（栽植用）、B19野菜、B14穀類 など
状態：C09乾燥、C13生鮮、C14冷凍、C16盆栽 など
用途、分類、状態のコード表は植物検疫業務関連コード | 
NACCS掲示板に掲載されています

申請者（輸出者）側の画面

2/2

ePhytoで送信されますが、紙の植物検疫証明書には紙面スペースの空きが
無いため表示されません。申請書には、ePhyto発行要求を選択した場合に
品目欄の右上に表示されます

NACCSパッケージソフトの操作
方法に関してはNACCSセンター
にお問い合わせください
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植物等輸出検査申請控（帳票）

申請者（輸出者）・防疫官

ePhytoでは紙の植物検疫

証明書の内容及び用途、
分類、状態の情報がXML
形式で送信されます

ePhyto発行要求が有の場合、
用途、分類、状態が表示
例
消費用
木材
樹皮付き

発行要求の有無の表示


